
平成２９年 第１３回 定例教育委員会

平成２９年１２月１４日（木）

午後１時

百間中学校 会議室

１ 開会の宣言 教育長

２ 会場校校長あいさつ 百間中学校校長

学校運営の概要報告

３ 概要報告

４ 事務局報告

(１)平成２９年１２月宮代町議会定例会関係

ア 平成２９年度一般会計補正予算（第４号）について ・・・・・・・・・・・P1

イ 平成２９年１２月議会一般質問と答弁の概要について ・・・・・・・・・・P2

(２)学校教育関係

ア １月の行事予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

イ 宮代町就学援助実施要綱の一部を改正する告示について・・・・・・・・・P5

(３) 生涯学習関係

ア １月の事業予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P35

５ 審議案件

議案２３号

宮代町立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則について・・P37

６ その他

7 次回教育委員会について

8 前回会議録の承認

9 閉会宣言 教育長
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４ 事務局報告

(１)平成２９年１２月宮代町議会定例会関係

ア 平成 29 年度一般会計補正予算(第 4号)について

教育関係補正予算の概要

■歳出

事業名 予算額 内 訳

小学校施設管理事業 1,134 千円 笠原小学校における普通教室への転換

工事請負費 1,134 千円

・教育相談室から普通教室へ

図書館管理運営事業 854 千円 図書館空調設備の修繕工事

工事請負費 854 千円

・空調設備の故障に伴う修繕

埋蔵文化財発掘調査事業 6,653 千円 道仏遺跡・姫宮神社遺跡における個人住宅開発

に伴う発掘調査

賃金 5,252 千円、需用費 671 千円

役務費 1 千円、使用料及び賃借料 729 千円

総合運動公園管理事業 2,558 千円 給湯配管系統薬品洗浄及び PAS 交換工事

委託料 1,696 千円

工事請負費 862 千円



2

イ 平成２９年１２月議会一般質問と答弁の概要について

（答弁要旨は別冊資料を参照）

通告７号 角野 由紀子 議員

２ プログラミング教育 〔答弁者：教育長〕

(1)次期学習指導要領では、プログラミング教育が新たに加わっている。生活にますます身近な

ものとなっていく情報技術を受け身でなく手段として効果的に活用していくことが求められてい

る。プログラミング的思考（論理的思考）を育てる必要がある。プログラミング的思考は、情報リ

テラシーの１つであるとして、柏市では、２９年度全小学校でプログラミング教育を実施している。

２０２０年度から、学習指導要領に入っているが、２年後までに、効果的に指導できるような取り

組みをしたらどうか。柏市では、ＩＣアドバイザー（ＩＣＴ支援員）を小中学校に派遣している。

通告１０号 田島 正徳 議員

１ 子供たちの安心安全について 〔答弁者：教育長〕

③スクールガードは、十分に確保されているのか。

通告１１号 野原 洋子 議員

２ 宮代町のオリンピック・パラリンピックに関する教育について〔答弁者：教育長〕

(1)２０２０年に東京オリンピック・パラリンピックが開催される。首都東京での開催は半世紀

ぶり、冬季オリンピックからも２２年ぶりの開催です。この稀有なる機会に首都圏であるこの埼玉

県宮代町の教育現場でどのようなカリキュラムを考えているのか。



3

（２）学校教育関係

ア １月の行事予定について

須賀小：須 百間小：百 東小：東 笠原小：笠 ／ 須賀中：須 百間中：百 前原中：前

日 付 小 学 校 中 学 校

１日（月） 元 旦 元 旦

２日（火）

３日（水）

４日（木） 振休（須・百）

５日（金） 校内研修（須）

研修＜学力向上＞教科部会等（東）

６日（土）

７日（日） 宮 代 町 成 人 式

８日（月） 成人の日 成人の日

９日（火） 始業式

一斉下校（須・百・東・笠）

始業式

避難訓練（百）・防災訓練（前）

10 日（水） 給食開始

発育測定（須・百・東・笠）～12 日

登校指導（須・百・東・笠）

安全点検（須・百・笠）

防災週間（笠）

給食開始

進路指導委員会（須）

PTA あいさつ運動（百）

安全点検日（前）

11 日（木） 学力向上パワーアップ週間・

5 年生社会科見学（百）

登下校ボランティア連絡協議会（笠）

３年三者面談～15 日（須）

12 日（金） 避難訓練＜地震・火災＞（百・東） コミ協あいさつ運動

13 日（土）

14 日（日）

15 日（月）

16 日（火） １年スキー教室＜会津だいくら＞～18 日（前）

17 日（水） １年スキー教室事前指導（須）

PTA あいさつ運動（百）

18 日（木） 第３回就学支援員会 第３回就学支援委員会
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かえでキッズタイム（須） １年スキー教室＜菅平＞～２０日（須）

19 日（金） ふれあいデー

町書初め展覧会審査

6 年生社会科見学（百）

ふれあいデー

町内書初め展覧会審査

20 日（土） 町内書初め展覧会（笠） 町内書初め展覧会（笠）

21 日（日） 町内書初め展覧会（笠） 町内書初め展覧会（笠）

22 日（月） 合同研修会（東・笠） 県内私立高校入試集中日

23 日（火） 校内学力学習調査（百） 県立特別支援学校高等部入学選考～24 日

24 日（水） PTA あいさつ運動（百）

25 日（木） 不審者対応避難訓練（須）

校内授業研究会（東）

第３回調査書作成委員会（前）

26 日（金） 6 年生社会科見学、教科・領域部会（笠） 第３回学校評議員・関係者会議（前）

27 日（土） 学校公開日＜読書・なわとび＞、

学校評議員・関係者会議（笠）

28 日（日）

29 日（月）

30 日（火） 長なわ大会（須） 校務分掌会議（須）

31 日（水） 新入生説明会リハーサル（須）

PTA あいさつ運動（百）

校務支援システム指導要録等研修会（前）
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宮代町就学援助実施要綱の一部を改正する告示

宮代町就学援助実施要綱（平成２６年宮代町告示第２４号）の一部を次のように

改正する。

第３条に次のように加える。

ただし、町内の小学校に就学する予定がある児童の保護者が、新入学児童生徒学用

品費の支給を受けようとする場合は、新入学児童生徒学用品費支給申請書（様式第

２号）に指定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

第４条第２項中、「様式第２号」を「様式第３号」に、「様式第３号」を「様式

第４号」に改め、「ただし、小学校に就学する予定がある児童の保護者に対して新

入学児童生徒学用品費の支給対象者の認否を決定したときは、新入学児童生徒学用

品費支給認定結果通知書（様式第５号）又は新入学児童生徒学用品費支給否認定結

果通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。」を加える。

第８条第１項に次にように加える。

ただし、町内の小中学校に就学する予定がある児童生徒の保護者への新入学児童生

徒学用品費の支給に限り、保護者に給付するものとする。

第８条第２項に次のように加える。

ただし、町内の小中学校に就学する予定がある児童生徒の保護者への新入学児童生

徒学用品費の支給に限り、小中学校に就学する前に町から支給するものとする。

第８条第５項中、「様式第４号」を「様式第７号」に、「様式第５号」を「様式

第８号」に改め、同条第５項の次に、次の１項を加える。

６ 町内の小中学校に就学する予定がある児童生徒の保護者に対しては、新入学児

童生徒学用品費の支給に限る。

第８条第６項の次に、次の１項を加える。

７ ４月１日からの支給の決定を受けた保護者が、児童生徒が町内の小中学校に就

学する前に新入学児童生徒学用品費の支給を受けていた場合又は前住所地において

同類の支給を受けていた場合は、新入学児童生徒学用品費については支給しない。

第９条第１項中、「様式第６号」を「様式第９号」に改める。

第９条第１項の次に次の１項を加える。

２ 町長は、町内の小中学校に就学する予定がある児童生徒の保護者へ新入学児童

イ 宮代町就学援助実施要綱の一部を改正する告示について
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生徒学用品費を支給したときは、新入学児童生徒学用品費支給通知書（様式第１０

号）を受給者に通知するものとする。

第１０条第１項中、「様式第７号」を「様式第１１号」に改める。

第１１条中、「様式第８号」を「様式第１２号」に改める。

第１２条第１項第２号の次に、次の１号を加える。

（３）小中学校に就学する予定がある児童生徒が町内の小中学校に就学しなかった

とき。

第１２条第２項中、「様式第９号」を「様式第１３号」に改める。
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様式第２号を次のように定める。
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様式第２号を様式第３号に改める。

様式第３号（第４条関係）

宮発第 号

年 月 日

様

宮代町長 印

就学援助認定結果通知書

先に提出していただきました申請書について、その内容を審査した結果、下記の

とおり支給対象者であることを決定しましたので通知します。

記

１ 認定結果（認定区分） 認定（要保護・準要保護）

２ 児童生徒氏名

３ 学校名・学年 学校・ 学年

４ 認定期間 年 月 日から 年 月 日まで

※ 当該年度の途中で転出した場合は、転出日をもって支給を終了します。
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様式第３号を様式第４号に改める。

様式第４号（第４条関係）

宮発第 号

年 月 日

様

宮代町長 印

就学援助否認定結果通知書

先に提出していただきました申請書について、その内容を審査した結果、下記の

とおり決定しましたので通知します。

記

１ 認定結果 否認定

２ 児童生徒氏名

３ 学校名・学年 学校・ 学年

４ 否認定の理由
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様式第４号を様式第７号に改める。

様式第７号（第８条関係）

委任状

年度において、町から受ける下記就学援助費の支払い及び返納に関する一切

の権限（事務）を学校長に委任します。また、就学援助費の受給に際し、下記の事

項について未払い等があった場合は、この就学援助費から精算することについても

学校長に委任いたします。

記

１ 学校給食費

２ 学用品費

３ 通学用品費

４ 修学旅行費

５ 校外活動費

６ 新入学児童生徒学用品費等

７ 日本スポーツ振興センター共済掛金

年 月 日

宮代町立 学校 年 組

児童生徒氏名

保護者氏名 印

宮代町立 学校長 様
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様式第５号を次のように定める。

様式第５号（第４条関係）

宮発第 号

年 月 日

様

宮代町長 印

新入学児童生徒学用品費支給認定結果通知書

先に提出していただきました申請書について、その内容を審査した結果、下記の

とおり支給対象者であることを決定しましたので通知します。

記

１ 認定結果 認定

２ 児童生徒氏名

３ 就学予定学校名 学校
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様式第６号を次のように定める。

様式第６号（第４条関係）

宮発第 号

年 月 日

様

宮代町長 印

新入学児童生徒学用品費支給否認定結果通知書

先に提出していただきました申請書について、その内容を審査した結果、下記の

とおり決定しましたので通知します。

記

１ 認定結果 否認定

２ 児童生徒氏名

３ 就学予定学校名 学校

４ 否認定の理由
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様式第５号を様式第８号に改める。

様式第８号（第８条関係）

口座振込依頼書

年 月 日

学校長宛て

保護者住 所

保護者氏 名 印

連 絡 先 （ ）

児童生徒氏名

学 校 名 学校

学 年 ・ 組 年 組

私に対する 年度就学援助費の支給は、下記預金口座に振込みされるよう依頼

します。

ただし、給食費・学級費等に未納がある場合は、その額を差し引いた額の支給と

なることを了承します。

記

○ いずれか希望する方に「○」をしてください。

１ 既に学校に登録済の給食の口座

２ その他の口座の場合のみ下記に記入

金融機関名

銀行

信用金庫 支店・支所

ＪＡ

口座区分 普通 当座 （該当に○をつける）

口座番号

口座名義
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
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様式第６号を様式第９号に改める。

様式第９号（第９条関係）

年 月 日

様

宮代町立 学校

校長

就学援助費支給通知書

年 学期分の就学援助費を下記の通り指定口座に振込みの手続をしました

ので、お知らせいたします。

記

１ 振込日

２ 振込金額 円

扶助費計 円

未

納

分

学校給食費 円

学用品費 円

通学用品費 円

校外活動費（宿泊なし） 円

校外活動費（宿泊あり） 円

修学旅行費 円

日本スポーツ振興センター共済掛金 円

差引支給額 円

３ 扶助費明細

扶助費計 円

扶

助

費

明

細

学校給食費 円

学用品費 円

通学用品費 円

校外活動費（宿泊なし） 円

校外活動費（宿泊あり） 円

修学旅行費 円

日本スポーツ振興センター共済掛金 円
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様式第７号を様式第１１号に改める。

様式第１１号（第１０条関係）

年 月 日

宮代町長 様

保護者 住所

氏名 印

就学援助受給者状況変更届

このことについて、下記のとおり変更したいのでお届けします。

記

１ 変更事項(該当する番号を○で囲み必要事項を記入してください。)

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

１ 住所

２ 電話番号

３ 保護者氏名

４ 児童・生徒氏名

５ 世帯構成

６ 生計の状況

７ その他

３ 変更理由

４ 変更年月日 年 月 日
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様式第８号を様式第１２号に改める。

様式第１２号（第１１条関係）

就学援助辞退届

年 月 日

宮代町長 様

保護者 住所

氏名 印

このことについて、 年 月分から就学援助を辞退します。

記

１ 児童生徒氏名

２ 学校名・学年 学校・ 学年

３ 辞退理由
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様式第９号を様式第１３号に改める。

様式第１３号（第１２条関係）

宮発第 号

年 月 日

様

宮代町長 印

就学援助取消通知書

年 月 日付け宮発第 号で通知しました就学援助の認定を下記

のとおり取り消しましたので、宮代町就学援助実施要綱第１２条第２項の規定によ

り通知します。

記

１ 児童生徒氏名

２ 学校名・学年 学校・ 学年

３ 取消理由

４ 取消年月日 年 月 日
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様式第１０号を次のように定める。

様式第１０号（第９条関係）

年 月 日

様

宮代町長

印

新入学児童生徒学用品費支給通知書

新入学児童生徒学用品費を下記の通り指定口座に振込みの手続をしましたので、

お知らせいたします。

記

１ 振込日 年 月 日

２ 振込金額 円
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附 則

この告示は、平成３０年１月４日から施行する。
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（３）生 涯 学 習 関 係

ア 1月の事業予定（教育委員会主催事業）

日 時 内 容 場 所

７日（日）

13:00～16:00

成人式

■新成人の祝福と町に対する理解を深め大人として自覚を

促す機会として実施する。

企画・運営は新成人による実行委員会が担当する。

●対象者 平成９年４月２日～平成１０年４月１日生

３５８人（12/1 現在）

進修館

大ホール

６日（土）～

３月１１日（日）

企画展「おひなさま」

■住民の皆様から寄贈された雛人形を展示する。大正期か

ら昭和４０年代までのものを、６組を展示。

このほか例年どおり、２月初旬頃から４月初旬に町指定

文化財・旧加藤家住宅内にも雛人形を展示する。

郷土資料館

特別展示室

旧加藤家住宅

１３日（土） 7:10

～

１４日（日）19:10

第４３回年少者スキー教室

■宮代町スキー連盟所属のＳＡＪ公認指導員の指導のも

と、雪に親しみ、楽しみながらスキー技術をマスターし、

町内４つの小学校の児童が一緒に集団生活を体験する。

●対象 小学４～６年生（参加費１８，０００円）

日光湯元スキー

場（栃木県）

２０日（土）

14:00～16:00

２７日（日）

14:00～16:00

チャレンジ（第１２回、１３回/全１５回）

■第１２回 バスケットボール

第１３回 サッカー

■多くのスポーツ種目の楽しさと基本動作を知ることによ

り、自分に合った興味の持てるスポーツに出会うことを

目的として実施する。

●対象：小学３・４年生

ぐるる宮代

メインアリーナ

２０日（土）

10:00～12:00

スポーツフィールド（第８回/全１０回）

■運動実施率が低い 30～40 才代を主な対象とし、一人で参

加しても楽しく運動できる機会を提供する。

●内容：さいかつぼーる

●対象：小学生以上

ぐるる宮代

サブアリーナ
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日 時 内 容 場 所

２１日（日）

9:00～15:00

彩の国２１世紀郷土かるた宮代大会

■郷土埼玉が育てた人物や美しい自然・文化や産物を心に

描きながらカルタを楽しむ。個人戦及び団体戦

●対象 小学４～６年生

＊上位４位までの入賞者には埼葛北大会や県大会の出場

権が与えられる

進修館

大ホール
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議案第２３号

宮代町立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則につき議

決を求めることについて

別紙のとおり宮代町立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正すること

について議決を求める。

平成２９年１２月１４日提出

宮代町教育委員会

教育長 中 村 敏 明

提 案 理 由

道仏土地区画整理事業地内の住居表示実施に伴い、宮代町立小・中学校通学区域

に関する規則の一部を改正する必要があるため、この案を提出するものである。
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宮代町教育委員会規則第 号

宮代町立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成 年 月 日

宮代町教育委員会教育長
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宮代町立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

宮代町立小・中学校通学区域に関する規則（平成１４年宮代町教育委員会規則第

８号）の一部を次のように改正する。

別表第１中、百間中学校、東小学校の通学区域の「百間六丁目」の次に、「道佛

一丁目」、「道佛二丁目」、「道佛三丁目」を加え、「字道仏」を「字道佛」に改める。

別表第２中、百間中学校、笠原小学校の調整区域の「字道仏」を「字道佛」に改

め、「宮代三丁目」の次に、「道佛一丁目」、「道佛二丁目」、「道佛三丁目」を加える。






